
平成30年度の新１年生からの
学習用パソコンの整備方法等

の変更について

平成30年１月

佐賀県教育委員会

の検討

学習用パソコンの整備方法の見直しの経緯

現状把握と課題の整理 これまで得た知⾒や取組の成果等

学習用パソコンを県の備品として整備し、
⽣徒に貸与するよう⾒直し

学校の特色に
応じた活用方法

教員のスキル
向上方法

ＩＣＴ環境の
整備方法

文書、表作成ソフトの
利用料⾦について提案

学習用パソコン導入
経費削減に大きく寄与

保護者負担の軽減も含め総合的に勘案して、

学習用パソコンの導⼊から３年が経過
⼊学時から学習用パソコンを用いた教育を受けた⽣徒が卒業

３年間の活用、管理状況から、備品として整備を⾏った
場合でも学校外で使用させることが可能と判断

文書、表作成ソフトの
利用料⾦について提案

ソフトウェア企業



在学期間中の負担及び卒業後の取扱の変更点

区分 平成26~29年度の入学⽣ 平成30年度の入学⽣

在
学
期
間
中
の
負
担

学習用
パソコン

保護者購入
（別に県補助あり）

県備品として整備し、⽣徒に貸与
保護者負担なし

デジタル
教材

授業で使用するデジタル教材
は、全て県負担

授業で使用するデジタル教材
（教科書をデジタル化したものを
除く）は、保護者負担

辞書 保護者負担
（学習用パソコンに付属）

保護者負担
（各学校が選択）

卒
業
後
の
取
扱

学習用
パソコン

個人の所有物であるため、
卒業後も継続して使用可

県備品の貸与物であるため、
卒業時に県に返却

デジタル
教材

使用期間は教材により異なる
卒業後は使用不可 使用期間及び卒業後の使用の

可否は、教材により異なる辞書 卒業後も継続して使用可

県費負担
（学校選択制）

保護者負担
（PCと同時購入）

保護者負担
（学校選択制）

【備考】 今後も教科書は紙のものが必要であるため、二重負担にならないようにする

【 従 来 】 【 ⾒直し 】

デジタル教材の負担の考え方

教科書準拠のデジタル教材

資料集や問題集等のデジタル教材

自己学習用の個別学習ソフト

辞書等

保護者負担
（学校選択制）

県費負担
（学校選択制）（教科書をデジタル化したもの）


